西原村新設民間保育所設置希望事業者募集要項

１　目的

　西原村では、近年、人口の増加に伴い就学前児童も増加傾向にあり、保育所への入所希望者が増え待機児童が発生する状況にあります。

そこで、良好な保育環境を確保すると共に、保育需要に応えるために新設民間保育所設置を希望する事業者を募集します。

２　募集する保育所

（1） 施設数

保育所　１箇所

（2） 保育所の規模
定員６０名

（3） 設置地域
既存の村内保育所（１箇所）から概ね２Km以上離れた適切な場所

（4） 開所時期
平成２５年４月１日

（5） 土地
保育所を建設する土地は、事業者所有若しくは取得見込み又は借地であるこ

とが必要です。

　借地の場合は、永年（当該建築物の耐用年数を超える期間）使用が可能な条

件（地上権又は賃借権の設定）で借地契約が締結されていること又は契約締結見込みであり、抵当権など保育所建設に支障がある権利が設定されていないことが必要です。

（6） 施設整備等
①土地の取得費は、自己資金等で対応することが必要です。
②施設整備に要する経費について、熊本県安心こども基金特別対策事業補助金交付要領及び西原村補助金交付規則により補助金を交付する予定です。
補助金を受ける場合は、平成２４年度中に施設整備を完了してください。

３　応募資格

　　　応募資格は、次の要件を全て満たしていることが必要です。

（１）熊本県内の社会福祉法人又は開設までに社会福祉法人認可を受けることが見込
まれる者であること。

（２）社会福祉法、児童福祉法等を熟知し、保育事業に熱意と理解を持ち、保育所の
運営を適切に行う能力を有すること。

　（３）安定的な経営を行い、児童が心身ともに健やかに育成されるよう尽力できるこ
と。

（４）本保育所は、西原村の保育事業の一翼を担う認可保育所であることを十分理解
し、村が行う保育行政に積極的に協力できること。

　（５）本要件に定めるもののほか、社会福祉法、児童福祉法、児童福祉施設最低基準
等の関係法令、厚生労働省及び熊本県からの通知通達等及び西原村からの指導を
遵守できること。

　（６）事業者及び事業者の代表者が国税、地方税を滞納していないこと。

（７）事業者の関係者が暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平
成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又はその関係者で
ないこと。

４　設立運営の条件

　　　別紙「西原村新設民間保育所設置運営の条件」のとおりです。

５　申込み手続き

（1） 申込み受付期間
平成２４年１月２３日（月）から平成２４年２月２３日（木）まで
※ただし、土曜日、日曜日及び祝日は受付を行いません。

（2） 申込み受付場所
西原村役場　にしはら保育園

（3） 申込み受付時間
午前９時から午後５時まで

（4） 提出書類（Ａ４のフラットファイルに綴じてわかりやすいように見出しを付け、正本１部と副本１０部を提出してください。）
① 西原村新設民間保育所設置希望事業者公募申込書（様式１）
② 認可保育所設置計画書（様式２）
③ 土地の権利等及び計画（様式３）（登記簿、付近見取図、地籍図）
④ 整備する施設の計画概要（様式４）（位置図、平面図）
⑤ 建設予定地及びその周辺の状況（様式５）
⑥ 資金計画の概要及び保育所の運営資金保有状況について（様式６）
⑦ 保育所運営概要（様式７）（シート１からシート１７）
⑧ 法人登記簿謄本（既に社会福祉法人である場合）
⑨ 法人の定款（既に社会福祉法人である場合）
⑩ 決算書類（平成２０年度から平成２２年度までの３カ年度分）
⑪ 保育所開設までのスケジュール計画（任意様式）
⑫ 国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない旨の理由を記した申立
書
⑬ その他村が求める書類

６　選考方法

　（１）応募資格の審査
村において、応募者が「３　応募資格」を有するかどうかの審査を行います。

（２）個別ヒアリング
西原村新設民間保育所設置事業者選考審査会（以下「審査会」という。）におい

て、応募資格を有する応募者に対して次により個別ヒアリングを実施します。

　　　① 日　時　　平成２４年２月下旬頃
（詳細は、応募者に後日連絡します。）

② 場　所　　西原村役場

　（３）審査会において、応募者から提出された書類、個別ヒアリングを基に事業者を

選考します。

　　　
なお、１事業者を選考予定ですが、適格者として認める事業者がない場合は、
この限りではありません。

（４）選考決定の時期

　　　選考決定は、平成２４年２月末頃とします。

　（５）選考結果

　　　選考結果については、応募者全員に通知します。

７　その他

　（１）今回の決定は、決定者が県へ児童福祉施設設置認可申請を行う際、適格者として推薦するものであり、設置認可を約束するものではありません。

　（２）応募に対する費用は、すべて応募者負担とします。

　（３）提出された書類等は、理由のいかんを問わず返却しません。

　（４）村は、決定事業者が提出した書類等に虚偽の記載や重大な違背行為があったと認めるとき、又はその他の事情により適切な保育事業の実施が困難と認めるときは、本選考による決定を取り消すことができるものとします。この場合、事業者が応募に関して要した費用の弁済を村へ求めることはできないものとします。

　（５）提出された応募書類は、情報公開の請求により公開する場合もあります。

　（６）選考により決定した後、応募時に提出した計画の変更は原則として認められません。ただし、サービスの向上につながるものや、施設の実施設計に伴う軽微な変更等やむを得ないもので審査の評価に影響を与えないものについては、本村と協議のうえ認める場合があります。

　（７）事業者として決定された後、当初の建設計画、施設長、寄付金や借入金等に大きな変更があった場合は、決定を取り消すことがあります。

　（８）応募者及びその関係者から担当者や選考審査会委員等に対して、自らの応募書類や計画内容の優劣等を質問するなどの個別相談、選考内容に係る問い合わせは、選考の公平性を期すため、審査の事前・事後とも受け付けません。

　（９）各整備計画の応募者以外の者からの当該計画の問い合わせには応じません。

（10）次のいずれかに該当する場合は、失格とします。
① 提出書類等が提出期限に遅れて提出された場合
② 提出書類に虚偽の記載があった場合
③ 選考の公平性に影響を与える行為があった場合
④ 選考審査会委員に対して、本件についての直接、間接の接触の事実が認めら
  れた場合
⑤ その他関係法令等に違反すると認められる場合
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